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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 5 年 7 月 1 2 日 ( 2 0 2 3 . 7 . 1 2 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ 】
所 定 の カ ウ ン タ と 、
所 定 の レ ジ ス タ と 、 を 備 え 、
メ イ ン 処 理 と 、 タ イ マ 割 込 み 処 理 を 実 行 可 能 と し 、
メ イ ン 処 理 は 、 割 込 み を 禁 止 す る 命 令 か ら 割 込 み を 許 可 す る 命 令 ま で 割 込 み を 禁 止 す る 割  
込 み 禁 止 状 態 を 有 し 、
割 込 み 禁 止 期 間 の 設 計 上 の 最 大 時 間 を 「 Ｓ 」 と し 、 所 定 の カ ウ ン タ の 値 が タ イ ム ア ウ ト す  
る 周 期 の 時 間 を 「 Ｔ １ 」 と し 、 タ イ マ 割 込 み 処 理 の 設 計 上 の 処 理 期 間 を 「 Ｔ ２ 」 と し た と  
き 、 「 Ｔ １ － Ｔ ２ ＞ Ｓ 」 と な る よ う に 構 成 さ れ 、
所 定 の カ ウ ン タ の 値 を 更 新 し タ イ ム ア ウ ト す る と 、 所 定 の レ ジ ス タ に 割 込 み 要 求 が あ っ た  
こ と を 示 す 情 報 を 記 憶 可 能 に 構 成 さ れ 、
所 定 の レ ジ ス タ に 割 込 み 要 求 が あ っ た こ と を 示 す 情 報 を 記 憶 し て い る 状 況 が 割 込 み 許 可 状  
態 で あ る 場 合 は 、 タ イ マ 割 込 み 処 理 を 実 行 可 能 に 構 成 さ れ 、
所 定 の レ ジ ス タ に 割 込 み 要 求 が あ っ た こ と を 示 す 情 報 を 記 憶 し て い る 状 況 が 割 込 み 禁 止 状  
態 で あ る 場 合 は 、 所 定 の レ ジ ス タ に 記 憶 さ れ て い る 割 込 み 要 求 が あ っ た こ と を 示 す 情 報 を  
ク リ ア せ ず 、 割 込 み 許 可 状 態 と な っ た 後 に タ イ マ 割 込 み 処 理 を 実 行 可 能 に 構 成 さ れ 、
割 込 み 禁 止 状 態 で あ る 場 合 で も 所 定 の カ ウ ン タ の 値 を 更 新 可 能 に 構 成 さ れ 、
割 込 み 禁 止 状 態 で タ イ ム ア ウ ト を Ｎ 回 （ Ｎ は 、 ２ 以 上 の 数 値 ） し た 場 合 で あ っ て も 、 割 込  
み 許 可 状 態 と な っ た 後 に 割 込 み 禁 止 状 態 で タ イ ム ア ウ ト を Ｎ 回 し た こ と に 基 づ い て タ イ マ  
割 込 み 処 理 が Ｎ 回 連 続 し て 実 行 さ れ な い よ う に 構 成 さ れ 、
タ イ マ 割 込 み 処 理 を 実 行 す る 際 に 、 所 定 の レ ジ ス タ に 記 憶 さ れ て い る 割 込 み 要 求 が あ っ た  
こ と を 示 す 情 報 を ク リ ア 可 能 に 構 成 さ れ 、
タ イ マ 割 込 み 処 理 を 実 行 す る 際 に 割 込 み 禁 止 状 態 と な り 、 タ イ マ 割 込 み 処 理 を 終 了 す る 際  
に は 、 タ イ マ 割 込 み 処 理 を 終 了 す る た め の 復 帰 命 令 の 直 前 に 割 込 み 許 可 命 令 を 実 行 す る よ  
う に 構 成 さ れ 、
タ イ マ 割 込 み 処 理 を 終 了 す る た め の 復 帰 命 令 の 直 前 の 割 込 み 許 可 命 令 を 実 行 し た 直 後 で あ  
っ て タ イ マ 割 込 み 処 理 を 終 了 す る た め の 復 帰 命 令 の 直 前 に は タ イ マ 割 込 み 処 理 が 実 行 さ れ  
な い よ う に 構 成 さ れ る



10

20

30

40

50

JP 2022-67309 A5 2023.7.21(2)

　 こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 、 以 下 の 解 決 手 段 に よ っ て 上 述 の 課 題 を 解 決 す る （ か っ こ 書 き で 、 対 応 す る 実  
施 形 態 の 構 成 を 示 す 。 ） 。
　 本 発 明 （ 第 １ ３ 実 施 形 態 ） は 、
所 定 の カ ウ ン タ （ ８ ビ ッ ト カ ウ ン タ ５ ０ １ ） と 、
所 定 の レ ジ ス タ （ 割 込 み 待 ち モ ニ タ レ ジ ス タ ３ ０ １ ） と 、 を 備 え 、
メ イ ン 処 理 （ 図 ９ ７ ） と 、 タ イ マ 割 込 み 処 理 （ 図 ２ ３ ２ ） を 実 行 可 能 と し 、
メ イ ン 処 理 は 、 割 込 み を 禁 止 す る 命 令 （ Ｄ Ｉ 命 令 、 又 は Ｃ Ａ Ｌ Ｌ Ｅ Ｘ 命 令 ） か ら 割 込 み を  
許 可 す る 命 令 （ Ｅ Ｉ 命 令 、 又 は Ｒ Ｅ Ｔ Ｅ Ｘ 命 令 ） ま で 割 込 み を 禁 止 す る 割 込 み 禁 止 状 態 を  
有 し 、
割 込 み 禁 止 期 間 の 設 計 上 の 最 大 時 間 を 「 Ｓ 」 と し 、 所 定 の カ ウ ン タ の 値 が タ イ ム ア ウ ト す  
る 周 期 の 時 間 を 「 Ｔ １ 」 と し 、 タ イ マ 割 込 み 処 理 の 設 計 上 の 処 理 期 間 を 「 Ｔ ２ 」 と し た と  
き 、 「 Ｔ １ － Ｔ ２ ＞ Ｓ 」 と な る よ う に 構 成 さ れ 、
所 定 の カ ウ ン タ の 値 を 更 新 し タ イ ム ア ウ ト す る と （ 図 ２ ３ ３ 中 、 「 Ｔ １ 」 ） 、 所 定 の レ ジ  
ス タ に 割 込 み 要 求 が あ っ た こ と を 示 す 情 報 を 記 憶 可 能 に 構 成 さ れ （ 割 込 み 待 ち モ ニ タ レ ジ  
ス タ ３ ０ １ を オ ン に し ） 、
所 定 の レ ジ ス タ に 割 込 み 要 求 が あ っ た こ と を 示 す 情 報 を 記 憶 し て い る 状 況 が 割 込 み 許 可 状  
態 で あ る 場 合 は 、 タ イ マ 割 込 み 処 理 を 実 行 可 能 に 構 成 さ れ 、
所 定 の レ ジ ス タ に 割 込 み 要 求 が あ っ た こ と を 示 す 情 報 を 記 憶 し て い る 状 況 が 割 込 み 禁 止 状  
態 で あ る 場 合 は 、 所 定 の レ ジ ス タ に 記 憶 さ れ て い る 割 込 み 要 求 が あ っ た こ と を 示 す 情 報 を  
ク リ ア せ ず 、 割 込 み 許 可 状 態 と な っ た 後 に タ イ マ 割 込 み 処 理 を 実 行 可 能 に 構 成 さ れ 、
割 込 み 禁 止 状 態 で あ る 場 合 で も 所 定 の カ ウ ン タ の 値 を 更 新 可 能 に 構 成 さ れ 、
割 込 み 禁 止 状 態 で タ イ ム ア ウ ト を Ｎ 回 （ Ｎ は 、 ２ 以 上 の 数 値 ） し た 場 合 で あ っ て も 、 割 込  
み 許 可 状 態 と な っ た 後 に 割 込 み 禁 止 状 態 で タ イ ム ア ウ ト を Ｎ 回 し た こ と に 基 づ い て タ イ マ  
割 込 み 処 理 が Ｎ 回 連 続 し て 実 行 さ れ な い よ う に 構 成 さ れ （ 図 ２ ３ ５ ） 、
タ イ マ 割 込 み 処 理 を 実 行 す る 際 に 、 所 定 の レ ジ ス タ に 記 憶 さ れ て い る 割 込 み 要 求 が あ っ た  
こ と を 示 す 情 報 を ク リ ア 可 能 に 構 成 さ れ 、
タ イ マ 割 込 み 処 理 を 実 行 す る 際 に 割 込 み 禁 止 状 態 と な り 、 タ イ マ 割 込 み 処 理 を 終 了 す る 際  
に は 、 タ イ マ 割 込 み 処 理 を 終 了 す る た め の 復 帰 命 令 の 直 前 に 割 込 み 許 可 命 令 を 実 行 す る よ  
う に 構 成 さ れ 、
タ イ マ 割 込 み 処 理 を 終 了 す る た め の 復 帰 命 令 の 直 前 の 割 込 み 許 可 命 令 を 実 行 し た 直 後 で あ  
っ て タ イ マ 割 込 み 処 理 を 終 了 す る た め の 復 帰 命 令 の 直 前 に は タ イ マ 割 込 み 処 理 が 実 行 さ れ  
な い よ う に 構 成 さ れ る
　 こ と を 特 徴 と す る 。
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